
　　　　　　　　　　主　　　　文　　
　　　　１　本件控訴を棄却する。
　　　　２　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　申　　立
　１　控訴の趣旨
　　(1)　原判決中の控訴人敗訴部分を取り消す。
　　(2)　被控訴人の請求を棄却する。
　　(3)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
　２　控訴の趣旨に対する答弁
　　　主文と同旨
第２　事案の概要
　　　宗教法人である被控訴人は，被控訴人の住職であり代表役員であった控訴人
が被控訴人の包括宗教団体であるＡから住職の地位を罷免するとの懲戒処分を受
け，被控訴人の住職及び代表役員の地位を喪失したことにより，原判決別紙物件目
録記載の建物（以下「本件建物」という。）の占有権原を失ったとして，控訴人に
対し，所有権に基づき，本件建物の明渡しを求めるとともに，不法行為に基づく損
害賠償として賃料相当損害金の支払いを求めた。
　　　原審は，本件建物の明渡しと賃料相当損害金に関する請求の一部を認容した
ので，占有権原の喪失を争う控訴人が控訴した。
　１　争いのない事実等
　　(1)　当事者等
　　　　被控訴人は，宗教法人Ａを包括宗教団体とする宗教法人であり，本件建物
を所有している。
　　　　控訴人は，平成９年１０月２日，Ａ管長Ｂより，被控訴人住職に任命さ
れ，同日ころより，本件建物を占有している。
　　(2)　法律，規則の規定等（甲１，甲２の１，２）
　　　①　被控訴人の所属
　　　　　宗教法人「Ｃ」規則（以下「被控訴人規則」という。）３条
　　　　　「この法人の包括団体は，宗教法人「Ａ」とする。」
　　　②　Ａにおける管長に関する規定（甲２の１）
　　　　ア　Ａ宗規（以下「宗規」という。）１３条１項
　　　　　　「本宗に管長一人を置き，本宗の法規で定めるところによって，一宗
を総理する。」
　　　　イ　同条２項
　　　　　　「管長は，法主の職にある者をもって充てる。」
　　　　ウ　宗規１４条１項
　　　　　　「法主は，宗祖以来の唯一人の血脈を相承し，本尊を書写し，日号，
上人号，院号，阿闍梨号を授与する。」
　　　　エ　同条２項
　　　　　　「法主は，必要を認めたときは，能化のうちから次期の法主を選定す
ることができる。但し，緊急やむを得ない場合は，大僧都のうちから選定すること
もできる。」
　　　③　被控訴人の役員に関する規定（甲１，甲２の１，２）
　　　　ア　被控訴人規則６条
　　　　　　「この法人には，４人の責任役員を置き，そのうち１人を代表役員と
する。」
　　　　イ　同規則７条
　　　　　　「代表役員以外の責任役員を総代という。」
　　　　ウ(ア)　同規則８条１項
　　　　　　　「代表役員は，Ａの規程によって，この寺院の住職の職にある者を
もって充てる。」
　　　　　(イ)　同条２項
　　　　　　　「代表役員以外の責任役員は，檀徒又は信徒のうちから代表役員が
選定する。但し，この寺院に在籍の教師のうちから１人に限り選定することもでき
る。」
　　　　　(ウ)　同条３項



　　　　　　　「代表役員以外の責任役員は，Ａの代表役員の承認を受けなければ
ならない。」
　　　　エ　Ａ宗規（以下「宗規」という。）１７２条１項
　　　　　　「住職，主管及びそれらの代務者は教師のうちから，（中略）管長が
これを任免する。」
　　　　オ　宗規２３５条
　　　　　　「寺院又は教会において総代を定めたときは，住職または主管よりこ
の法人の代表役員の承認を受けなければならない。」
　　　　カ　Ａ宗制（以下「宗制」という。）４３条２項
　　　　　　「寺院または教会の代表役員以外の責任役員及びそれらの代務者は，
当該寺院または教会の規則で定めるところによって選定し，この法人の代表役員の
承認を受けなければならない。」
　　　④　Ａの懲戒処分に関する規定
　　　　ア　宗規２４４条
　　　　　　「僧侶に対する懲戒の種目を左の六種とする。
　　　　　　　四　罷免　住職又は主管の職を罷免する。」
　　　　イ　宗規２４７条
　　　　　　「左に掲げる各号の一に該当する者は，その情状に応じて，罷免，奪
階又は擯斥に処する。
　　　　　　　九　本宗の法規に違反し，訓戒を受けても改めない者。」
　　　　ウ　宗規２５１条
　　　　　　「僧侶に対する懲戒は，総監において事実の審査を遂げ，参議会の諮
問及び責任役員会の議決を経てこれを行う。」
　　　　エ　宗規２５３条
　　　　　　「懲戒は，管長の名をもって宣告書を作り，懲戒の事由及び証憑を明
示し，懲戒条規適用の理由を付して行なう。」
　　　⑤　宗教法人の規則変更の手続に関する規定                   
　　　　ア(ア)　宗教法人法（以下「法」という。）２６条１項
　　　　　　　　「宗教法人は，規則を変更しようとするときは，規則で定めると
ころによりその変更のための手続をし，その規則の変更について所轄庁の認証を受
けなければならない。この場合において，宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教
団体との関係（以下「被包括関係」という。）を廃止しようとするときは，当該関
係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する
宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも，その権限に関する規則の規
定によることを要しないものとする。」
　　　　　(イ)　同条２項
　　　　　　　「宗教法人は，被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしよ
うとするときは，第２７条（宗教法人は，第２６条１項の規定による認証を受けよ
うとするときは，認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類２通に左に
掲げる書類を添えて，これを所轄庁に提出し，その認証を申請しなければならな
い。）の規定による認証申請の少くとも２月前に，信者その他の利害関係人に対
し，当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。」
　　　　　(ウ)　同条３項
　　　　　　　「宗教法人は，被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしよ
うとするときは，当該関係を設定しようとする場合には第２７条の規定による認証
申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け，当該関係を廃止しよ
うとする場合には前項の規定による公告と同時に当該関係を廃止しようとする宗教
団体に対しその旨を通知しなければならない。」
　　　　イ　被控訴人規則３３条
　　　　　　「この規則を変更しようとするときは，第１１条（この法人の事務
は，責任役員会において，責任役員の定数の過半数で決し，その議決権は，各々平
等とする。但し，可否同数のときは，代表役員の決するところによる。）の規定に
かかわらず，責任役員会において，責任役員の定数の全員一致の議決を経た後，布
教区宗務支院長の同意を得て，Ａの代表役員の承認及び広島県知事の認証を受けな
ければならない。この法人が合併又は解散しようとするときも又同様とする。」
　　　⑥　宗教法人の被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等
　　　　ア　法７８条１項
　　　　　　「宗教団体は，その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係



の廃止を防ぐことを目的として，又はこれを企てたことを理由として，第２６条３
項の規定による通知前に又はその通知後２年間においては，当該宗教法人の代表役
員，責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任
し，これらの者の権限に制限を加え，その他これらの者に対し不利益の取扱をして
はならない。」
　　　　イ　同条２項
　　　　　　「前項の規定に違反した行為は，無効とする。」    
　　(3)　控訴人に対する懲戒処分
　　　①　被控訴人における責任役員として，Ｄ，Ｅ，Ｆが選定されていたが，被
控訴人規則９条２項「代表役員以外の責任役員の任期は，４年とする。但し，再任
を妨げない。」及び同条４項「代表役員以外の責任役員は，辞任又は任期満了その
他の事由によって欠けたときは，同時にその資格を失う。」との規定（甲１）によ
り，平成１１年７月３１日，任期満了となり，その資格を失った。
　　　②　控訴人は，上記責任役員の任期終了前に後任として，Ｇ，Ｅ，Ｈの３名
を選定し，Ａに対し同年７月１９日付け「総代改選承認願」を提出したが，その承
認がないうちに，これらの者を解任し，同年８月２０日，新たに，責任役員とし
て，Ｉ，Ｊ，Ｋの３名を選定した。
　　　　　控訴人は，同日，Ａの承認を得ないまま，Ｉ，Ｊ，Ｋの３名をもって，
責任役員会を開催し，包括宗教団体であるＡとの被包括関係廃止（これは，宗教法
人法上の用語で，以下では，一般的用語である「宗派離脱」を用いることもあ
る。）を含む被控訴人規則の一部を変更する旨の決議をし，法２６条３項に基づ
き，被包括関係廃止の通知をＡに送付するとともに，同条３項及び被控訴人規則５
条に従い，事務所の掲示場に被包括関係廃止の公告をした（この控訴人の一連の行
為を，以下「本件宗派離脱行為」という。）。
　　　③　Ａ宗務院（以下「宗務院」という。）は，同年８月３０日付の召喚通知
書で，控訴人に対し，同年９月１３日午後３時に宗務院まで出頭するよう求めると
ともに，その際，被控訴人壇信徒名簿を持参するように求めた（乙２）。
　　　④　Ａは，同年１０月１６日，召喚に応じて宗務院に出頭した控訴人に対
し，新たに選定した被控訴人責任役員３名を，Ａ代表役員の承認を経ないままで責
任役員として責任役員会に出席させ議決権を行使させたことが，被控訴人規則及び
宗規違反になるので，白紙撤回の是正措置をとるよう求めた。
　　　⑤　さらにＡは，同年１０月１８日付の「訓戒」と題する内容証明郵便で，
控訴人に対し，前項同様の点を指摘し，控訴人を訓戒するとともに，同月３１日ま
でに，Ｉ，Ｊ，Ｋの３名は被控訴人責任役員ではないこと，同年８月２０日に開催
された責任役員会に同人らを出席させて，責任役員として違法に権限を行使させた
こと，同会議の議決はすべて無効であること及び同会議の議決に基づいて行った規
則変更の公告等の一連の行為をすべて撤回することを確認した書面並びに同月２０
日付でＡに提出された「総代改選承認願」を取り下げる旨の書面を宗務院に提出す
ること，Ｉ，Ｊ，Ｋに対し，責任役員への選定を取り消す旨の「総代選定取消通知
書」を内容証明郵便にて送付し，その謄本を宗務院に提出すること，被控訴人に所
属する壇信徒に対し，謝罪文を郵送し，一通を宗務院に提出することを求めた（甲
４）。
　　　⑥　控訴人は，同年１０月２８日差し出しの「通知書」と題する内容証明郵
便で，Ａに対し，被包括関係廃止に伴う規則変更手続の一環として行われた責任役
員の選定には，包括宗教団体たるＡ代表役員の承認は不要であるなどと主張して，
Ｉ，Ｊ，Ｋの責任役員選定手続に何ら違法無効な点はないとして，これを撤回する
ことを拒否する旨通知した（乙３）。
　　　⑦　Ａは，同年１１月９日，控訴人の本件宗派離脱行為及び前項記載の行為
が，宗規２４７条９号（「本宗の法規に違反し，訓戒を受けても改めない者」）に
該当するとして，控訴人を被控訴人の住職から罷免する旨の懲戒処分に付し（以下
「本件罷免処分」という。），同日付の「宣告書」と題する内容証明郵便（発送は
同月１１日）にて，控訴人に通知した（甲９）。
　　　⑧　Ｂは，同年１１月９日付けで，後任の被控訴人住職としてＬを任命した
（甲１０）。
　２　争点及び当事者の主張
　　　次に当審における控訴人の主張を付加するほかは，原判決７頁１０行目から
１９頁９行目までに記載のとおりである（ただし，同引用部分の「包括宗教法人」
を「包括宗教団体」と改める。）から，これを引用する。



　　（当審における控訴人の主張）
　　(1)　法律上の争訟性について
　　　①　宗規２４７条９号（罷免事由）の解釈における法律上の争訟性
　　　　ア　宗規２４７条９号は「『正当な理由なくして』本宗の宗規に違反し，
訓戒を受けても改めない者」の意味に限定して解釈すべきである。そして，ここで
いう「正当な理由」にはＡの教義ないし信仰の内容に関する事項が含まれ，これを
判断するには宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避け
ることができないから，本件訴えは法律上の争訟性を欠くというべきである。なぜ
ならば，Ａは，その教義ないし信仰内容に基づき，本件宗派離脱行為及び１(3)⑥
記載の行為をもって，宗規２４７条９号に該当するとして本件罷免処分をしたので
あるから，控訴人の上記各行為が「正当な理由」に基づくものであるか否かを考慮
することなく同処分の効力を判断することは，結果として宗教的に対立する一方当
事者の教義ないし信仰内容に基づく宗教的な判断を裁判所が支持し，他方当事者の
教義や信仰判断の内容に基づく判断を封ずることになり，国家の宗教的中立性を定
めた憲法２０条に反するからである。
　　　　イ　仮に，当該宗教団体がその教義ないし信仰に基づいて定立した規範に
ついては，当該宗教団体の教義ないし信仰に反する教義ないし信仰を理由として，
その遵守を拒むことはできないとしても，控訴人が主張する「正当な理由」がＡの
教義ないし信仰に反する教義ないし信仰に基づくものであるか否かを判断するため
には，Ａの教義ないし信仰と控訴人が主張する教義ないし信仰をそれぞれ明らかに
し，この両者がＡの教義ないし信仰から見て異なっているか否かを判断しなければ
ならないはずであり，かかる判断をするためにはＡの教義ないし信仰の内容に立ち
入ることは必要不可欠である。
　　　②　懲戒権限の存否判断における法律上の争訟性
　　　　ア　宗規１４条１項によれば，Ａにおける法主は「宗祖以来の唯授一人の
血脈を相承」するものとされており，また，法主の選定手続は前法主からの血脈相
承によるものとされている。
　　　　　　しかるところ，同項の「宗祖以来の血脈」とは，宗祖以来の信心を意
味するものであり，時の法主がＭの教義に相違して己義を構えたならばこれを用い
てはならない，つまり法主として扱ってはならないとされ，Ｍの教義に違背する者
はＡの僧侶ではないとされていること，また，Ａにおいて，法主の地位は，血脈相
承という宗教行為によって得られる純粋に宗教上の地位であり，法主に本尊書写等
の特別の宗教上の権能が与えられているのは法主に現に血脈が存在するからに他な
らないことからすると，法主が宗祖Ｍの教義を否定した場合には，宗祖以来の「血
脈」を失ったものとして法主の地位を喪失するものと解すべきである。
　　　　イ　宗規上，法主の地位喪失に関する明文の規定が置かれていないとして
も，その趣旨が法主の地位喪失を認めないということにあるのか否かは，Ａにおけ
る法主の位置付け，地位取得規程の内容及び趣旨等に照らして判断する必要があ
る。即ち，宗規上，法主の地位喪失が想定されているか否かを判断するためには，
ここにいう「血脈相承」の意味と，「血脈相承」と法主の地位との関係を明らかに
すること，従ってＡにおける教義ないし信仰の内容に立ち入ることが必要不可欠で
ある。
　　(2)　本件罷免処分の有効性について
　　　①　法２６条１項及び７８条の類推適用について
　　　　　被包括宗教法人の宗派離脱の自由は，被包括宗教法人がいかなる宗派に
属するかという宗教的教義，信念にかかわるものであり，被包括宗教法人の信教の
自由（憲法２０条）にその根拠を有するものである。そして，一般に，被包括宗教
法人は包括宗教団体に対し劣弱な地位に立つものであり，被包括宗教法人が宗派離
脱をしようとする際に包括宗教団体から妨害されることが多く，離脱防止を目的と
して住職（代表役員）等に対して懲戒処分や除名処分などの不利益処分がなされる
ばかりでなく，何らかの懲戒行為に該当することに藉口して不利益処分が行われる
ことが多い。このため，法は，２６条１項及び７８条の各規定を置いて宗派離脱の
自由を特に保障したものである。
　　　　　このような法の趣旨からすると，上記各規定は，単に被包括宗教法人の
団体としての意思決定の手続に留まらず，被包括宗教法人の団体としての意思形成
過程を含めた宗派離脱に向けた行動のすべてにおいて，包括宗教団体の不当な干渉
から宗派離脱の自由を保護しているものと解すべきであって，被包括関係を廃止し
ようとしてなされた被控訴人の責任役員の選定には，被控訴人規則８条３項，宗制



４３条２項，宗規２３５条は適用されないと解すべきである。
　　　②　本件罷免処分の法７８条１項該当性について
　　　　　①で述べたとおり，法７８条は，被包括宗教法人の団体としての意思形
成過程を含めた宗派離脱に向けた行動のすべてにおいて，包括宗教団体の不当な干
渉から宗派離脱の自由を保護しているものと解すべきであり，加えて，本件罷免処
分は，大多数の信徒の意向に沿った本件宗派離脱行為を妨害する目的でなされたも
のであるから，法７８条１項に該当し無効である。
第３　証拠
　　　原審記録中の書証目録に記載のとおりであるから，これを引用する。
第４　争点に対する判断
　１　争点１（法律上の争訟性）について
　　(1)　宗教法人が住職に対してする建物明渡請求という具体的な権利義務関係
に関する訴訟であつても，宗教団体内部においてされた住職罷免等の懲戒処分の効
力が請求の当否を決する前提問題となっており，その効力の有無が当事者間の紛争
の本質的争点をなすとともに，それが宗教上の教義，信仰の内容に深くかかわつて
いるため，同教義，信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断する
ことができず，しかも，その判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものである
場合には，同訴訟は，その実質において法令の適用による終局的解決に適しないも
のとして，裁判所法３条にいう「法律上の争訟」に当たらないというべきである。
　　　　これを本件についてみるに，前記第２の１(3)の事実と甲４，９，乙１，
３及び弁論の全趣旨によれば，本件罷免処分をした経緯は，(あ)控訴人は，Ａの被
包括法人である被控訴人の住職であったが，Ａと対立関係にあるＮ会員であったこ
とから，自らの宗教的信念に基づき被控訴人をＡから離脱させることを決意し，一
旦選定された責任役員を解任し新たに宗教的信念を同じくする責任役員３名を選定
し，責任役員会において被包括関係廃止を含む一連の本件宗派離脱行為を行ったこ
と，(い)Ａは，控訴人の上記行為に対し，これが宗制４３条２項，宗規２３５条及
び被控訴人規則８条３項等に抵触することを理由に控訴人を召還するなどして，上
記行為の白紙撤回の是正措置をとるよう求め，これに従わない控訴人を訓戒したこ
と，(う)この訓戒にもかかわらず，控訴人が本件宗派離脱行為を撤回することを拒
否したため，Ａは，さらに，本件宗派離脱行為及びこれに対する訓戒に従わなかっ
たことが，宗規２４７条９項（「本宗の法規に違反し，訓戒を受けても改めない
者」。以下「本件懲戒規定」という。）に該当するとして控訴人を本件罷免処分に
付したというものである。この経緯からみると，本件においては，本件宗派離脱行
為とこれによる訓戒に従わず同離脱行為の撤回を拒否した控訴人の行動が，本件懲
戒規定に該当するか否かがその本質的な争点であると解すべきであり，控訴人の行
動が上記規定に該当し本件罷免処分が有効であるとすると，控訴人は被控訴人の住
職及び代表役員たる地位を喪失し，本件建物の占有権原を失うから，被控訴人の請
求は認容されるべきこととなる。
　　　　以下において，この観点から，控訴人の上記一連の行動の本件懲戒規定該
当性を判断するにつき，Ａの教義ないし信仰の内容に立ち入ることが必要不可欠で
あるといえるか否かにつきに検討する。
　　(2)　まず，控訴人は，本件罷免処分の根拠となった罷免事由を定める本件懲
戒規定は「『正当な理由なくして』本宗の法規に違反し，訓戒を受けても改めない
者」と解すべきことを前提として，控訴人が，本件宗派離脱行為に及んだのは，Ａ
管長Ｂに，Ａの教義を否定するような言動があったからであり，それをもって「正
当な理由」に当たるか否かを判断するためには，Ａの教義，信仰の内容に立ち入ら
ざるを得ないから，本訴は法律上の争訟性を欠くと主張する。
　　　①　しかし，本件懲戒規定は，その文言上，Ａの管理運営にかかわる事項を
定めた宗規に違反し，これを理由とする訓戒を受けても改めない者を懲戒する規定
であり，文言それ自体からこれに該当する者の可罰性を根拠づけることができる規
定であるから，これに該当する行為を懲戒することの相当性を判断するにつき，同
規定を「正当な理由なくして」との限定を付加して解釈すべき根拠は見出し難い。
　　　②　仮に，同規定を「正当な理由なくして」との限定を付加して解釈すべき
余地があるとしても，それは，本件罷免処分が手続上の準則を遵守してなされたか
否かの事項に関する理由に限定される。したがって，本件において，控訴人の行為
が本件懲戒規定に該当するか否かを判断するにつき，Ａ及び控訴人の教義，信仰の
内容に立ち入る必要があるとはいえない。
　　　　　なぜならば，上記のように，本件罷免処分は，控訴人の本件宗派離脱行



為が被控訴人の責任役員の選定にＡの承認を必要とする旨を定めた宗制４３条２
項，宗規２３５条等に違反したことを根拠になされたものであり，Ａの教義，信仰
の内容に深くかかわる事柄を理由になされたものとはいえず，したがって，控訴人
の本件宗派離脱行為とその後の行動が本件懲戒規定に該当するか否かは，控訴人の
行動が客観的に上記各規定に違反するか否かを検討することによって決することが
可能であり，Ａや控訴人の教義，信仰内容を判断要素として加える必要はないから
である。
　　　　　控訴人は，本件罷免処分は，Ａが，その教義，信仰内容に基づき，控訴
人の本件宗派離脱行為及びその後の一連の行動が本件懲戒規定に該当すると判断し
て行われたものであるとして，同処分の効力を判断するについては，控訴人の教
義，信仰内容を判断することが不可欠である旨主張する。確かに，処分が，宗教団
体内部の教義の解釈を巡る紛争に関し，教義ないし信仰の内容に基づき発せられた
命令に違反したことを理由になされたような場合には，その効力の有無を判断する
につき宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けること
はできないというべきである。しかし，本件罷免処分は，あくまで控訴人が宗派離
脱を目的としてした一連の行動が上記宗規等に違反したことに基づきなされたもの
であり，教義ないし信仰の内容に関しなされたものではないから，控訴人の上記主
張は理由がない。
　　　③　そして，本件罷免処分が，控訴人が被控訴人規則及び宗規に違反して，
Ａ代表役員の承認を得ないままＩら３名を，被控訴人の責任役員に選定し，これら
の者をもって責任役員会を開催し，議決権を行使させたこと及びこれらの行為の撤
回を拒否し，訓戒に従わなかったことを理由とするものであることは当事者間に争
いがなく，所定の手続上の準則に従って本件罷免処分がなされていることは明らか
である。
　　　　　①ないし③のとおり，本件において，本件懲戒規定に該当するか否かの
判断は，控訴人の本件宗派離脱行為が被控訴人規則及び宗規に反するか否かとい
う，宗教上の教義や信仰の内容についての判断を伴わない客観的判断によって決す
ることが可能であるといえるから，この点において，本訴は，法律上の争訟性を欠
くものとはいえず，控訴人の主張は採用することはできない。
　　(3)　次に，控訴人は，本件罷免処分者であるＢは，前記のとおり，教義の根
本を否定するような言動等を行ったため，Ａの教義に照らして，法主としての資格
を喪失し，本件罷免処分当時，同人は懲戒処分権限を失っていたものであるが，Ｂ
が法主としての資格を喪失したか否かの判断に当たっては，Ａの教義，信仰の内容
に立ち入らざるを得ないから，本訴は，法律上の争訟性を欠くと主張する。
　　　①　前記のとおり，「懲戒は，管長の名をもって…行なう。」（宗規２５３
条）とされていることから，懲戒権限は管長にあると解されるところ，宗規１３条
２項によれば，「管長は，法主の職にある者をもって充てる。」とある。
　　　　　しかしながら，前記のとおり，Ｂが，当初，法主たる地位を有していた
ことについては当事者間に争いがないところ，Ａの宗制，宗規上，事後的に法主た
る地位を喪失する旨の規定はない。
　　　　　控訴人は，「法主は，宗祖以来の唯授一人の血脈を相承し，本尊を書写
し，日号，上人号，院号，阿闍梨号を授与する。」とする宗規１４条を法主の地位
の事後的喪失の根拠と主張するが，住職や主管等他の役職の場合については，事後
的な地位の喪失を明文をもって定めている（宗規２４７条等）のに対し，法主の場
合については，同様の趣旨の規定が明文で定められていないのは，法主は，Ａにお
いて最高の宗教的地位にある者であるからに他ならず，宗制，宗規の趣旨をそのよ
うに解すれば，宗規１４条を，法主就任の際の資格規定と解する余地はあるもの
の，控訴人主張のような資格喪失の根拠規定と解することはできないというべきで
ある。
　　　②　また，本件のように，控訴人が，宗教的な信念からＡからの離脱を企図
し，その目的のためにした一連の行動を理由として罷免処分を受け，同行動の本件
懲戒規定該当性が本質的争点となっている訴訟においては，宗派離脱を計った控訴
人はもはやＡの教義に従うものではないから，Ａの管長に関し宗教上の正当性を争
うことについての利害関係を有する立場にないというべきであり，血脈相承を含め
宗教上の教義，信仰内容は紛争の本質的争点とはならないのであるから，裁判所と
しては，Ａの管長たる地位については，宗教法人たるＡが自律的に選定した結果を
前提に，控訴人の行為の本件懲戒規定該当性につき審理判断すべきであり，これを
もって足りるというべきである。



　　　①，②のとおり，Ｂが管長たる地位にあることにつき，Ａの教義，信仰の内
容を検討判断する必要はないので，この点につき法律上の争訟性を欠くとの控訴人
の主張も採用できない。
　２　争点２（本件罷免処分の有効性）について
　　(1)　被控訴人責任役員の選定につきＡ代表役員の承認が必要か。
　　　①　承認手続は届出制に転化していたといえるか。
　　　　　当裁判所も，Ａの被控訴人の責任役員に関する承認手続が届出制として
運用されていたから，Ａの承認がなくても控訴人が選定した責任役員は適法に選定
された旨の控訴人の主張は，理由がないと判断する。その理由は，原判決２３頁８
行目から２５頁１０行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
　　　②　法２６条１項及び７８条の類推適用により承認手続きは不要となるか。
　　　　　控訴人は，宗派離脱の自由は，被包括宗教法人の信教の自由に根拠を有
するものであるから，これを保障するために設けられた法２６条１項及び７８条
は，包括宗教団体が，被包括宗教法人の宗派離脱に向けた行動のすべての面におい
て，不当な干渉をすることができない趣旨に解釈すべきであるとして，被控訴人の
責任役員選定は，宗派離脱のために必要不可欠な手続の一環としてなされたもので
あるから，この場合におけるＡ代表役員の承認は不要であると主張する。
　　　　　しかし，被包括関係の廃止（宗派離脱）は，被包括宗教法人と包括宗教
団体相互が有する信教の自由が衝突し信教上の利害が鋭く対立することがある場面
であり，本来，国家による干渉になじまず，宗教団体相互間の自治に委ねられる事
象というべきである。にもかかわらず，法が上記各規定を設けたのは，上記場面に
おいて，上記各規定の限度で，優越的な地位にある包括宗教団体が被包括関係の廃
止を妨害することを防ぐことにより包括宗教団体と被包括宗教法人との間を調整す
ることを目的としたものというべきである。したがって，上記各規定をみだりに拡
張ないし類推解釈をすることは許されないというべきである。
　　　　　この観点からすると，法２６条１項は，被包括関係の廃止に関する規則
の変更に関して規定しているものであって，規則変更の議決がなされるまでの被包
括宗教法人の責任役員会の構成（責任役員の選定）に関する包括宗教団体の権限を
排除しているとはいえず，また，法７８条も，被包括関係の廃止を妨害する目的と
して，あるいはこれを企てたことを理由として，責任役員等に対し不利益な取扱い
をすることを禁止しているだけであって，責任役員の選定に関し予め包括宗教団体
の承認を必要とする趣旨の規定を禁止したものといえない。そうすると，被控訴人
の責任役員の選定が，宗派離脱のため必要不可欠な手続の一環としてなされたもの
であったとしても，このことから，上記各規定を類推適用して，被控訴人の責任役
員選定につきＡ代表役員の承認を要するとの規定が効力を失うとの控訴人の主張は
採用できない。
　　　①，②のとおり，控訴人が，Ｉ，Ｊ，Ｋを被控訴人責任役員に選定するにつ
き，Ａ代表役員の承認は不要であるとの主張は，いずれも理由がない。したがっ
て，承認を受けていない前記３名の者を責任役員として処遇した控訴人の行為は，
宗制４３条２項，宗規２３５条及び被控訴人規則８条３項の各規定に違反するもの
というべきである。
　　(2)　本件罷免処分は法７８条１項に該当し無効となるか。
　　　　控訴人は，本件罷免処分が，もっぱら被控訴人の被包括関係の廃止を防ぐ
ことを目的として，また，控訴人がこれを企てたことを理由としてなされたもので
あることは明らかであるから，同処分は，法７８条１項に該当し，２項により無効
である旨主張する。
　　　　しかし，包括宗教団体及び被包括宗教法人の各規則により，被包括関係の
内容の一つとして，被包括宗教法人の責任役員の選定につき包括宗教団体の代表者
の承認を受けるべきものとすることは，妨げられるべきではなく，また，このよう
な場合に，包括宗教団体の代表者がその権限を行使するに当たり，いかなる信仰上
の考え等を有する者をもって被包括宗教法人の責任役員にふさわしいものとするか
は，当該規則等に特別な定めのあるときなどを除き，包括宗教団体の自治的な決定
に委ねられると解するのが相当である。そうすると，包括宗教団体の代表者が被包
括関係を維持することを相当と考え，その権限を行使したため，結果として，被包
括宗教法人において所定の手続に従い被包括関係を廃止することが困難となったと
しても，このことから，被包括関係の廃止を望んだ被包括宗教法人の代表役員たる
控訴人が，責任役員の選定に必要な承認を受けずにこれを選定し，選定した責任役
員をもって責任役員会を開いて被包括関係を廃止すべく規則変更の決議を行わせる



こと等が許されると解すべき根拠は見出し難い。したがって，本件において，控訴
人の本件宗派離脱行為とその後の一連の行動が本件懲戒規定に該当するとしてなさ
れた本件罷免処分に違法はなかったというべきである。そして，本件罷免処分の際
に，Ａが，被包括関係は維持されることが望ましいと考え，同処分に伴って被包括
関係の廃止の実現に支障が生ずることを予見していたとしても，そのことをもっ
て，同処分が法７８条１項にいう「被包括関係の廃止を防ぐことを目的として」さ
れた不利益な取扱いに当たると言うことはできず，また，これが被包括関係の廃止
を「企てたことを理由として」される不利益取扱いを禁止する同項の規定を潜脱す
るものに当たるということもできない。
　　　　したがって，仮に控訴人が主張する事実関係があったとしても，法７８条
１項違反の問題は生じないというべきである。
　　　　以上のとおり，本件罷免処分は法７８条１項に反するものでなく，同処分
が無効であるとの控訴人の主張は理由がない。
　　(3)　Ｂは，本件罷免処分当時，懲戒処分権限を有していたか。
　　　　ＢがＡの管長及び法主に就任したことは当事者間に争いがなく，前記
１(3)で説示したとおり，宗規１４条を根拠として法主の資格を事後的に喪失する
ことはなく，裁判所としては，Ａの管長たる地位については，宗教法人たるＡが自
律的に選定した結果を前提に懲戒処分権限の有無を判断すべきであるから，本件罷
免処分当時，ＢはＡの管長たる地位にあり，懲戒処分権限を有していたといえる。
　　　　よって，本件罷免処分当時，Ｂが懲戒処分権限を有していなかったとする
控訴人の主張は採用できない。
　　(4)　以上(1)ないし(3)において検討したところにより，本件罷免処分は有効
であると認められる。
　３　争点３（損害額）について
　　　当裁判所も，本件建物の平成１１年１１月１９日以降の相当賃料額は，２２
万７６７５円と認めるのが相当であると判断する。その理由は，原判決３０頁１４
行目から末行までに記載のとおりであるから，これを引用する。
第５　結論
　　　以上によれば，被控訴人の請求は，所有権に基づく本件建物の明渡し及び不
法行為に基づく損害賠償として，占有権原を喪失した日の後の日である平成１１年
１１月１９日から本件建物明渡し済みまで１か月２２万７６７５円の割合による損
害金の支払を求める限度で理由があるから認容し，その余は理由がないから棄却す
べきであり，原判決は相当であって本件控訴は理由がない。
　　　よって，本件控訴を棄却し，控訴費用の負担につき民訴法６７条１項，６１
条を適用して，主文のとおり判決する。
　　　　　広島高等裁判所第３部
　　　　　　　　裁判長裁判官　下　司　正　明
　　　　　　　　　　　裁判官　野々上　友　之
　　　　　　　　　　　裁判官　檜　皮　高　弘

原判決引用部分
（原判決７頁１０行目から１９頁９行目まで）
　　(1)　本訴は「法律上の争訟」（裁判所法3条1項）に該当するか否か。
（被告の主張）
　　　　本件において，原告の請求の当否を決するためには，本件罷免処分の効力
が問題となるところ，その有無を判断するに当たっては，以下の理由により，Ａの
教義，信仰の内容に立ち入らざるを得ず，よって，裁判所法3条1項の「法律上の争
訟」に当たらないから，本訴は却下されるべきである。
　　　ア　本件罷免処分の理由は，Ｉ，Ｊ，Ｋの3名を原告の責任役員として処遇
し議決権を行使させたことが宗規，原告規則に違反する行為であり，Ａからこれら
を白紙撤回するよう求められた被告がこれに従わなかったことは宗規247条9号
(「本宗の法規に違反し，訓戒を受けても改めない者」)に該当するというものであ
る。
　　　　　したがって，被告が宗規247条9号に規定する「本宗の法規に違反し，訓
戒を受けても改めない者」に該当するか否かは，本件の本質的争点を形成し，かつ
その判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠なものとなっているところ，宗規
247条9号は，処分対象を「正当な理由」がない場合に限定している宗規246条3号及



び247条7号との均衡や被包括関係廃止に係る不利益処分等を定めた法78条の趣旨に
照らし，「『正当な理由なくして』本宗の法規に違反し，訓戒を受けても改めない
者」の意味に限定して解釈をし，被処分者側の事情も考慮すべきである。
　　　　　この点につき，被告が，本件宗派離脱行為に及んだのは，次のような経
緯によるものである。
　　　　　すなわち，平成2年12月末以降ＡとＮは対立状態となったが，両者の紛
争の過程においてＡの法主であるＢの腐敗堕落した行状の数々が明らかになってい
たところ，平成11年7月7日，Ｂが，Ａ総本山Ｏに安置されている戒壇の大御本尊
を，かつて「偽物である」と断じていたことが報じられ，最も重要かつ根本的な教
義において，邪義を構えていることが発覚した。
　　　　　ここに至り，被告は，現在のＡにこのまま止まることは宗祖の教えに反
することであって，原告が離脱することがＭの教えを正しく実践し，また信徒の意
思に応えることであると考え，かかる宗教的信念に基づいて，Ａとの被包括関係廃
止を決意した。しかし，原告においては，すでにＡの意に沿うＧら3名の責任役員
を選任していたが，事前にこれらの責任役員に，被告の宗派離脱の決意を披歴すれ
ば，それが直ちに宗務院に通報されて，宗派離脱を妨害するために，被告に対して
何らかの処分がなされることは明らかであった。そこで，被告は，宗派離脱の決議
をするについては，かかる責任役員を解任して，新たな責任役員をもって責任役員
会を開催して宗派離脱をする以外にないものと考え，まず旧責任役員を解任すると
ともに新たにＮ信徒である3名の責任役員を選定し，新責任役員による責任役員会
を開催して，被告が宗派離脱を決意するに至った動機と趣旨を説明して，新責任役
員の了解を得たうえで本件宗派離脱行為に及んだものである。
　　　　　Ａにおいては，現在の法主に誤りがあれば，これに従ってはならないと
されており，それこそがＡの正しい教義である。被告が本件宗派離脱行為に及んだ
のは，まさにこの教えを忠実に守り行動に移したものに外ならない。
　　　　　したがって，被告が，本件宗派離脱行為を白紙撤回するよう求められた
にもかかわらずこれに従わなかったことが，宗規247条9号の定める「『正当な理由
なくして』本宗の法規に違反し，訓戒を受けても改めない者」に当たるか否かの判
断に当たっては，被告が原告の住職としてＭの精神を忠実に実践するとともに信徒
の意思に応えるためには原告のＡからの宗派離脱が必要であるか否かを検討判断し
なければならない。そしてこの判断のためには，宗教上の教義の存否やその解釈，
またＢが偽物呼ばわりした大御本尊の真贋，あるいはＢの腐敗堕落した数々の行状
などが，Ａの教義に反するものであるか否かについて検討判断することが不可避で
ある。
　　　　　そうすると，本件では，被告に対する本件罷免処分の効力が，原告の請
求の当否を決する前提問題となっており，その効力の有無が当事者問の紛争の本質
的争点を形成するとともに，それが宗教上の教義，信仰の内容に深くかかわってい
るため，教義，信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断すること
ができず，しかも，その判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠なものであること
が明らかであるから，本件訴えは，裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当た
らないものとして，不適法却下されるべきである。
　　　イ　本件罷免処分は，Ａ管長Ｂにより行われている。Ａにおいては，管長は
法主の職にある者をもって充てるものとされ(宗規13条2項)，法主は「宗祖以来の
唯授一人の血脈を相承し」たものとされている(宗規14条1項)。したがって，管長
としての職責を果たすためにはその者が「宗祖以来の唯授一人の血脈を相承し」て
いることが必要となる。
　　　　　しかし，Ｂは，Ａ総本山Ｏに安置されている戒壇の大御本尊を，「偽物
である」と発言し，教義の根本を否定した。ことここに至っては，Ａの教義に照ら
して，Ｂの法主としての資格は喪失し，本件罷免処分当時，同人は懲戒処分権限を
失っていたものである。
　　　　　ところで，Ｂが懲戒処分権限を有するか否かの判断にあたっては「血脈
相承」の意義やその前提として宗教上の教義の存否やその解釈，またＢが偽物呼ば
わりした大御本尊の真贋などについて検討判断することが不可避である。
　　　　　そうすると，この点においても，本件罷免処分の効力を判断するに当た
り，教義，信仰の内容に立ち入ることは避けられないから，本件訴えは，裁判所法
3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないものとして，不適法却下されるべきで
ある。
　（原告の主張）



　　　　　本件罷免処分の効力の有無の判断は，以下のように，Ａの教義，信仰の
内容に立ち入らなくとも可能であり，本訴は，裁判所法3条1項の「法律上の争訟」
に当たる。
　　　ア　宗規247条9号を被告が主張するように限定して解釈すべき根拠はない。
　　　　　すなわち，宗規245条には9つの懲戒事由が，また同246条には8つの懲戒
事由が，さらに247条には13の懲戒事由が，それぞれ規定されている。そのうち，
「正当な理由なくして」という限定がなされているのは，宗規246条3号及び247条
7号の2つだけである。合計30ある懲戒事由のうち，わずか2つの懲戒事由に「正当
な理由なくして」という限定がなされていることからしても，この2つの懲戒事由
において「正当な理由なくして」という限定が付されているのは，例外的な規定方
法と考えるべきである。
　　　　　そして，被告が均衡をとるべきと主張する宗規246条3号や247条7号にお
いて，「正当な理由」を要求されているのは，宗規246条3号にあっては，「宗務院
の召喚に応じない者」を懲戒する規定であるところ，被召喚者の事情によっては，
被召喚者が，召喚日として指定された日時に出頭できないことも止むを得ない場合
があり得ると考えられるので，特に被召喚者の事情も考慮して懲戒事由とすること
を明らかにしたものであるし，宗規247条7号にあっては，「宗務院の命令に従わな
い者」を懲戒する規定であるところ，宗務院の命令は，宗務行政として発せられる
ものであるが，その内容も多種に及び，また，命令が発せられるに至る経過も事案
ごとに当然異なっているので，命令を受けた者の側の事情によっては，命令に従わ
ないとの形式的な理由だけで懲戒するのは酷な場合もあり得ることから，被処分者
側の事情をも考慮した上で，懲戒事由とすることを明らかにしたのである。
　　　　　このように，「宗務院の召喚に応じない」，「宗務院の命令に従わな
い」というのは，被処分者あるいは命令を受けた者が，召喚に応じなかったり，命
令に従わなかったりすることが止むを得ないと考えられる場合があると思われるの
で，「正当な理由」に基づかない場合に限って懲戒事由とすることを明らかにした
のである。
　　　　　これに対し，宗規247条9号の「本宗の法規に違反し、訓戒を受けても改
めない」という場合には，それが正当な理由に基づくということは通常あり得ると
ころではない。すなわち，「本宗の法規」は，Ａの僧侶にとってあらかじめその内
容が示されているのであり，これに違反し，しかも訓戒を受けてもなお改めないと
いう事態は，それだけで十分懲戒に値することは明らかであり，さらにこれに限定
を加える必要はない。
　　　　　よって，宗規247条9号に該当するか否かは，同号所定の事由の存否のみ
を判断するだけで足り，教義，信仰を理由とする「正当な理由」の有無を判断する
必要はない。
　　　イ　法主の資格喪失に関する規定は，宗制，宗規にはないし，法主の資格・
資質も，教義ないし信仰の内容と同様に，宗教団体が自律的に決めることである。
　　　　　したがって，被告の教義，信仰の内容に立ち入って検討判断することが
不可避であるとの主張は失当である。
　　(2)　本件罷免処分の有効性
　　　ア　原告責任役員の選定につきＡ代表役員の承認が必要か否か。
　　（被告の主張）
　　　　　以下のとおり，末寺の代表役員が総代（責任役員。以下，本項及び次項
においては「総代」という。）を選定するにつき，Ａ代表役員の承認は不要と解さ
れるから，被告が平成11年8月20日に行った総代の選任は，何ら原告の主張する法
規に違反するものではない。
　　　　(ア)　承認の届出としての実態
　　　　　　Ａにおいては，Ｎとの紛争が勃発する平成2年末までは，末寺の代表
役員が総代を選定すれば，以後，選定された総代が職務を行うことについて何ら問
題とされていなかった。このように，末寺の総代の選定に関するＡ代表役員の承認
制度は形骸化しており，承認のない総代が総代としての職務を行ってもＡはこれを
何ら問題視することなく，実際，平成2年末までは，Ａ代表役員の承認を受けるこ
とを怠ったことを理由として，訓戒を受けたり，住職罷免の処分を受けた例はなか
った。
　　　　　　ところが，Ａは平成2年末以降，形骸化していた総代の選定について
のＡ代表役員の承認を宗派離脱を決議した末寺に限って厳格に要求し，末寺から提
出された総代の選定や解任届についてはこれを一律に承認せず，末寺住職が旧総代



を解任し，Ｎ信徒を選定し，宗派離脱の決議を行った場合，これを口実にその住職
を「訓戒」し，訓戒に従わないことを理由として住職罷免処分等の不利益処分を課
するようになった。
　　　　　　また，従前から何十年にもわたり，末寺においては，総代が選定され
た後に，住職からＡ所定の書式に従って総代の選定をＡ管長宛に届け出ていた。原
告においても，昭和63年までは，原告住職と総代が連署・押印して「Ａ管長」宛に
「信徒総代改選届」を提出し，添付書類として，総代の「身分証明書」，総代の
「印鑑証明書」，「承認状御下附願」を提出していた。
　　　　　　これら届出書類を含めた具体的手続の実態から，以下のようなことが
いえる。
　　　　　　すなわち，届出書類は，「信徒総代承認願」ではなく，あくまでも，
「信徒総代改選届」という届出書にすぎず，「承認状御下附願」も，付属的な書類
にすぎないものであった。このため，「信徒総代改選届」は，「信徒総代任期満了
により右のとおり改選いたしましたので、…関係書類を添え総代連署してお届けい
たします。」などと記載されていたものであり，改選(選定)された総代も既に「総
代」との肩書を冠して連署していた。また，「承認状御下附願」にも，「信徒総代
を選定いたしましたので承認状を御下附願います。」などと記載されていた，した
がって，従前の「信徒総代改選届」の形式自体，総代の選定は代表役員(住職)が選
定した時点で完了することを前提としており，Ａに対してはあくまでも選定された
総代を届け出ることが要求されていたにすぎず，また，「承認状御下附願」もＡ管
長に対して「承認状」という書面の下附を求める行為にすぎなかった。
　　　　　　こうした「改選届」，添付書類の提出が要求されているだけで，Ａか
らそれ以上に選定した総代の適格性について，その判断に資する資料の添付は求め
られていなかった。
　　　　　　したがって，Ａの代表役員はもとより管長においても，総代の適格性
について何らかの判断をすることは全く予定されていなかったものであり，実際に
も，ＡとＮとの紛争が表面化した平成2年12月末以前において，末寺の住職が選定
した総代について承認状が下附されなかったことは一度もなかった。
　　　　　　つまり，総代の選定における管長による承認手続は，単なる届出以上
の何ものでもなく，その実態も，儀礼的・形式的な意味しかなかったのである。
　　　　　　以上のような，総代選定に関するＡの「承認」手続の実態から明らか
なように，原告における総代の選定は，原告規則8条2項に規定された原告代表役員
による選定によって完了するのであり，「管長」による「承認状」の下附(交付)行
為こそ存在するものの，それは管長に対する総代選定の事後報告的な届出行為とそ
の確認という宗教的意味合いのものでしかなかったのであり，結局，Ａ代表役員に
よる承認の有無は，原告代表役員のなす総代選定の効力に影響を与えるものではな
く，法的意味を有しないものである。
　　　　(イ)　法26条1項及び78条の類推適用
　　　　　　本件の総代選任は，宗派離脱のために必要不可欠な手続の一環として
なされたものである。すなわち，原告の圧倒的多数のＮ信徒は，原告の宗派離脱を
望んでいた。しかし，ＡはすでにＮとの紛争当初から，末寺の総代を信徒の総意に
反し，ごく少数のＮ以外の信徒の中から選定するよう住職に対する人事権を背景に
強制していた。そのため，原告においても，選定したばかりの旧総代では、原告が
宗派離脱の手続を行おうとしても，これに反対することは勿論，そのことをＡに通
報するなどして，宗派離脱手続を妨害することも明らかであった。そのような状況
の下において，被告はやむなく旧総代の解任を行い，新たな総代を選定した。
　　　　　　このように，総代の構成について包括宗教団体たるＡの不当な支配・
介入が行われ，その結果総代会がその信徒の総意を全く代表していない場合にま
で，総代の解任選任にＡ代表役員の承認が必要であると解するとすれば，原告が宗
派離脱できるか否かは，Ａの意向次第であって，当然不可能ということになる。こ
れはまさに，被包括法人による宗派離脱の自由を保障した法26条1項後段及び78条
が排除しようとした事態を容認する解釈であり，これらの制度趣旨，更には両規定
の基底にある憲法20条及び法1条2項に抵触する著しく不合理な解釈である。よっ
て，このような観点から，総代の選任には，Ａの代表役員の承認は不要と解さなけ
ればならない。
　　　（原告の主張）
　　　　(ア)　承認の届出としての実態について
　　　　　　Ａ宗制，宗規及び原告規則において，責任役員の選任にＡ代表役員の



承認が必要とされているのは，包括宗教団体であるＡが被包括宗教法人である原告
との関係において，宗教上の組織としての一体性，結合性を維持するために，Ａ代
表役員に原告代表役員の選任権及び原告責任役員の選任に対する承認権を与えるこ
とにより，原告代表役員の恣意を排しその行為を牽制，監督しようとしたことによ
るものである。そうだとすれば，効力に影響のない単なる事後届出であるとの被告
の主張は，法規の文言に反するだけでなく制度の趣旨からして到底ありえないもの
である。
　　　　　　末寺住職が選定した総代について承認状が下附されなかったことはな
いとの主張も，それにより直ちに「承認」が「届出」でしかないことを証すること
になりえないことは明らかである。
　　　　(イ)　法26条1項及び78条の類推適用について
　　　　　　法26条1項，78条1項は，包括宗教団体及び被包括宗教法人双方の信教
の自由が衝突し信教上の利害が鋭く対立する場面を調整する規定として設けられた
ものであるから，これを厳格に解すべきであって，みだりに拡張解釈ないし類推解
釈することは許されない。
　　　　　　しかるところ，法26条1項は，被包括関係廃止に係る「規則の変更」
に関して規定しているものであって，本件のように「責任役員の選任」に関して包
括宗教団体の代表役員の承認が必要か否かが問題となっている事案に直接適用され
るべきものではない。
　　　　　　また，同法78条1項も，不利益処分を禁止しているだけであって，包
括宗教団体の有するそれ以外の被包括宗教法人に対する権限行使を制限する趣旨の
規定ではない。
　　　イ　本件罷免処分は法78条1項に該当するか否か。
　　　（被告の主張）
　　　　　Ａが被告に対してなした住職罷免処分は、法78条1項に該当し，同条2項
により無効である。
　　　　(ア)　法78条の趣旨と判断基準
　　　　　　法78条1項は，被包括宗教法人の代表役員等に対する干渉を排除し，
もって被包括関係廃止という被包括宗教法人の宗教活動の自由を保障するため「被
包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として」被
包括宗教法人の代表役員等に対して，「不利益の取扱」をすることを禁じている。
　　　　　　しかしながら，被包括関係の廃止を防ぐことを目的として，またはこ
れを企てたことを理由とする処分であっても，包括宗教団体がそのような目的・理
由を明示して処分をすることは実際上あり得ない。実際には被包括関係の廃止を防
ぐことを目的として，またはこれを企てたことを理由とする処分であっても，法
78条を潜脱するために他の理由に籍口して処分をするということが往々にして行わ
れている。法78条は、そのような経験則上当然予想される実態を前提として規定さ
れているのであり，同条が禁止する処分に該当するか否かの判断は，処分の名目と
して掲げられる理由の形式的判断によるのではなく，あくまでも包括団体による離
脱防止に向けた動きから当該処分に至るまでの一連の行為を観察してその実質的目
的・理由が，被包括関係の廃止を防ぐことを目的として，またはこれを企てたこと
を理由としたものであるか否かを判断しなければならない。その判断にあたって
は，被包括法人における被包括関係廃止に向けての動き及びこれに対する包括団体
の対応，被包括関係廃止の動きと処分との時間的関係，当該処分事由の性質及び処
分の合理性等，複数の間接事実を検討すべきである。
　　　　(イ)　本件罷免処分の目的・理由
　　　　　　Ａが末寺の宗派離脱阻止のために総代の選定に不当な支配介入をし，
宗派離脱を企てた者に不利益な取扱を行ってきたことはア（被告の主張）(ア)にお
いて主張したとおりであり，また，被包括関係廃止の動きと処分との時間的近接性
については，Ａと被告及び大多数の原告信徒らとの間において宗教的信念の相違を
生じるに至り，被告らはその宗教的信念に基づいて，平成11年8月20日，新たに選
定された総代らによる総代会において宗派離脱に伴う規則変更の決議を行い，同
日，Ａに宗派離脱の通知をしたうえ，原告事務所の掲示場にその旨の公告をした
が，その直後，被告に対して宗務院からの召喚通知がなされ，その後の住職罷免処
分に至る一連のＡの処分手続がなされている。
　　　　　　これらの事情に，本来，総代選定につき，Ａ代表役員の承認を受ける
必要はないにもかかわらず，これがなかったことを理由として，本件罷免処分がな
されたことを総合すれば，本件住職罷免処分が，専ら原告における被包括関係の廃



止を防ぐことを目的として，また，被告がこれを企てたことを理由としてなされた
ものであることは明らかである。
　　　　　　したがって，本件罷免処分は法78条1項に違反するものであり，同条
2項により無効である。
　　　（原告の主張）
　　　　　本件処分の理由は，被告が，Ａ代表役員の承認のないままに責任役員を
選任した行為及び法人事務を権限のない者に行使させたこと等を理由にするもので
あり，法78条が問題となる場面ではない。
　　　　　原告の責任役員の選任について，原告代表役員の意思表示のみならず，
Ａ代表役員の承認をも要するとした宗制43条2項及び原告規則8条3項の規定は，責
任役員の地位の重要性に鑑みれば極めて合理的であり，また僧侶のうち「本宗の法
規に違反し、訓戒を受けても改めない者」を罷免処分にすることができる旨定めた
宗規247条9号もまた当然の規定であって，その効力が疑われる余地はない。
　　　ウ　Ｂは，本件罷免処分当時，懲戒処分権限を有していたか否か。
　　　（被告の主張）
　　　　　Ｂは，教義の根本であるＯに安置されている戒壇の大御本尊を偽物呼ば
わりしたり，また先師が「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」と宗教的意義づけをした
正本堂を取り壊すなどの行為をしたので，管長，法主としての資格を喪失した。
　　　　　よって，Ｂによる本件罷免処分は，処分権限のない者によるものであ
り，無効である。
　　　（原告の主張）
　　　　　否認する。
　　　　　原告が主張する法主の事後的な地位喪失規定は，宗制，宗規上存在しな
い。
　　(3)　損害額
　　　ア　原告の主張
　　　　　被告が，本件建物を占有し続けることに伴う損害は，１か月につき47万
3600円を下らない。
　　　イ　被告の主張
　　　　　争う。
　　　　　原告の主張する損害額は，本件建物の敷地の外に，原告寺院の境内地全
ての占有によるものを加えるようであるが，境内地は広く，ことに駐車場のスペー
スは，本件建物の敷地とは到底言えない。
　　　　　また，本件建物は寺院として使用する目的で建築されたものであり，そ
の賃料相当額は，通常の賃貸建物に比して格安である。
（原判決２３頁８行目から２５頁１０行目まで）
　　　　　宗教法人における責任役員の選定は，本来，当該宗教法人が自律的に決
すべきものであるが，当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合に，宗教上の組
織としての一体性，結合性を維持するために，包括関係の一内容として，被包括宗
教法人の責任役員の選定等につき，包括宗教団体の代表者の承認を受けるべきもの
とすることを，包括宗教団体及び被包括宗教法人の各規則において定めることは，
何ら妨げられるものではない（法12条1項5号，12号）。
　　　　　本件においても，原告規則及び宗規において，原告責任役員の選定につ
き，包括宗教団体たるＡの代表役員の承認を受けるべきと規定されていることは，
前記のとおりであり，その趣旨も前記のとおり，宗教上の組織としての一体性，結
合性を維持するため，包括宗教団体であるＡ代表役員に，原告責任役員の選定につ
き承認権を与えることで，原告代表役員の行為を牽制，監督させる趣旨であると解
される。
　　　　　被告は，このようなＡ代表役員による承認制度は，Ａにおいては，従前
の運用上，承認制度としての実態を失い，届出制度と位置づけられていたにもかか
わらず，宗派離脱を企てる被包括宗教法人に，突如として，Ａ代表役員による承認
を要求してくるようになったと主張する。
　　　　　前記のとおり，原告責任役員についての承認権は，Ａの宗教上の組織と
して一体性，結合性を維持し，原告代表役員の行為を牽制，監督するために，Ａ代
表役員に対し与えられた，極めて重要な権利であることからすれば，承認権が実態
を失い，届出制度に過ぎなくなったというためには，原告に対し，以後，原告代表
役員選定の責任役員については全て承認する旨を明示する承認権の放棄の意思表示
があった場合とか原告代表役員に選定された責任役員が公然とＡを批判したり，宗



派離脱を唱えたりする者であったにもかかわらず，その選定につき，特段の異議を
述べなかった場合など，特段の事情が認められることが必要というべきである。
　　　　　これを本件についてみるに，被告は，従前から，原告において，責任役
員（総代）改選の際，Ａ所定の書式に則って，Ａ管長宛に提出していた書類の名
称，形式やその内容，そしてその提出の際にＡから選定した責任役員（総代）の適
格性について，その判断に資する資料の添付は求められていなかったこと，従前，
Ａにおいて，末寺の住職が選定した責任役員（総代）について承認状が下附されな
かったことは一度もなかったことなどを理由に，責任役員（総代）の選定における
管長による承認手続は，単なる届出以上の何ものでもなく，その実態も，儀礼的・
形式的な意味しかなかったと主張する。
　　　　　従前における原告責任役員（総代）の選定に際し，Ａ所定の書式に従
い，Ａ管長に提出されていた「信徒総代改選届」，添付書類として「承認状御下附
願」が存在していたこと，「信徒総代改選届」には，「信徒総代任期満了により右
のとおり改選いたしましたので、…関係書類を添え総代連署してお届けいたしま
す。」などと記載されていたこと，「承認状御下附願」には，「信徒総代を選定い
たしましたので承認状を御下附願います。」などと記載されていたことは当事者間
に争いがないが，むしろこれらの書類の提出が義務づけられていたことは，その書
式の名称を問わず，承認制度として運用されていたことを推認させるものである
し，これらの書類提出の際に，Ａから選定した責任役員（総代）の適格性につい
て，その判断に資する資料の添付は求められていなかったことや従前，Ａにおい
て，末寺の住職が選定した責任役員（総代）について承認状が下附されなかったこ
とは一度もなかったからといって，承認制度が届出制度として運用されていたとは
必ずしも言えず，これらの事情は前記特段の事情には当たらない。
　　　　　他に，承認制度が届出制度として運用されていたことを認めるに足りる
証拠はない。
　　　　　よって，被告の主張は採用できない。
（原判決３０頁１４行目から末行まで）
　　　乙第6号証によれば，本件建物の平成11年11月19日以降の相当賃料額は，22
万7675円と認めるのが相当である。
　　　原告は，本件建物の相当賃料額として1か月47万3600円を主張し，それに副
う証拠として甲第20号証を提出する。
　　　同号証では，１か月あたりの，本件建物の相当賃料額（29万円）と本件建物
の敷地とみられる広島県三次市Ｐ町ＱＲ番Ｓの土地の相当賃料額（18万3600円）の
記載がある。
　　　しかし，同号証にある本件建物の相当賃料額は，本件建物の寺院としての特
殊性を考慮したものとはいえず採用できない。また，広島県三次市Ｐ町ＱＲ番Ｓの
土地の相当賃料額については，本件建物の占有による損害とは相当因果関係は認め
られず，採用できない。
　　　他に，本件建物の相当賃料額が1か月47万3600円であることを認めるに足り
る証拠はなく，原告の主張は採用できない。


